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◎保育所・小規模保育施設とは････ 

保育所・小規模保育施設とは、保護者が、労働又は疾病その他の事由により保育できないと認めら

れた場合に、代わって保育をする施設です。家庭での保育が十分にできないお子さんから優先的に

入所しますので、申込をした全員が入所できない場合もあります。（定員を超えている場合は、確

認のうえ“あきまち”となります） 

入所(園)にあたっては､「保育の必要性」の認定基準にあてはまるご家庭の方が対象になります｡ 

 

 

受付期間 

一斉申込期間：１１月上旬から１１月中旬まで受付 

随時入所申込：一斉申込期間終了後～随時受付 

※入所の状況等によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承願います。 

※一斉入所申込された方の入所決定後の受付となります。育休終了などで年度途中からの入所を希望される

方も一斉入所申込期間内にお申し込みください。 

 

受付場所・時間 

受付場所：各第一希望の施設へ 

時  間：午前８時30 分から午後５時00分まで（ただし、土、日曜日・祝日は除く） 

 

対象児童 

公・私立保育所：０歳児(生後6カ月)から小学校就学前の児童 

小 規 模 保 育 所：０歳児(園により異なる。町内保育所等の紹介参照)から２歳児までの児童 

※０歳児については施設により生後何カ月から受け入れ可能か異なる場合がありますので、必要に応じて各

施設へご確認ください 

 

入所期間 

保護者が希望する期間入所できます（※「保育の必要性」の認定基準該当者）。 

ただし､町へ「支給認定申請書兼利用者申込書」を提出していただき、町から「保育の必要性」の認定

を受けていただくことが必要です。 

 

【申込手続きについて】 

申込手続きには 「支給認定申請書兼利用者申込書」にて「支給認定申請」と「利用者申込」の２つ

の手続きが必要となります。 

① 「支給認定申請」とは、保育を必要とする理由、保育の必要量等を町が客観的に審査し、「保育の

必要性」を認定するために必要な手続きです。 

② 「利用者申込」とは、利用を希望する施設を町が確認するために必要な手続きです。 

 

１ 



 

保育所(園)利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考：幼稚園利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

☆利用調整について☆ 

入所児童の父母及び65 歳未満の同居の親族（祖父母※）の状況をふまえて、保育の必要性の事 

由に該当する程度の高いお子さんより入所を決定します。 

※ 祖父母と同居している又は同一敷地内に住んでいる等で、生計が同一とみなされる場合(例：水

道や電気のメーターが一緒の場合等)やお子様の保育が可能と判断できる場合は、世帯分離をして

いても同居とみなします。 

   11 月上旬      11月下旬～1月中旬     1 月下旬頃 

   一斉申込終了後以降 

   10/31 まで      11 月上旬～1月中旬        1月下旬頃 
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教育・保育施設等を利用するための教育・保育給付認定 

子ども・子育て支援新制度では、幼稚園（新制度移行型）、保育所（園）、認定こども園及び地

域型保育事業施設の利用を希望する保護者の方には、町に『支給認定申請』をして、利用のための

『教育・保育給付認定』を受けていただく必要があります。 

保育所(園)、認定こども園及び地域型保育事業の利用先は、町が客観的な基準により決定しま

す。また、幼稚園（新制度移行型）は、幼稚園に直接申し込みをして、内定を受けた後に、支給認

定申請をしていただきます。 

 

【３つの認定区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育施設について】 

１.入所期間について 

家庭保育ができない理由が保育を必要とする事由に該当する場合は、保育の実施を希望する期間

(最長で就学前まで)が入所期間となります。また、年に一度保育の必要性の認定基準に該当するか

を確認するため、現況調査を実施します。 

※病気や介護・看護等の事由により一定期間の認定を受け、引き続き保育を必要とする事由に該当

する場合は、変更申請により保育施設の利用期間をさらに延長できる場合があります。 

 

２.退所について 

以下に該当する場合、退所となります。 

〇町外に居住することとなった場合(転出した場合) 

〇保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 

〇給付認定期間が満了となった場合（主に就学となった場合） 

※事由が発生次第、利用施設もしくは子ども家庭課にお早めにお知らせください。 

 

３．慣らし保育について 

入所したばかりのお子さんは最初から長時間保育になると環境の変化から大きな負担を感じま

す。保育施設での生活に慣れるように、保護者とご相談しながら少しずつ保育時間を長くしていく

期間です。育休期間での慣らし保育の入所は最大１ヶ月程度としております。 

保育所等で保育の利用を希望される場合の保育認定（２号認定、３号認定）では、次の３点につ

いて確認いたします。 
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【保育の認定について】 

１．保育を必要とする理由 以下のいずれかの理由に該当することが必要です。 

① 就労        ※フルタイムのほか、パートタイム、夜間、自営業、在宅勤務など基本 

的にすべての就労を対象とし、1ヶ月あたり実働48時間以上就労してい 

ること 

② 妊娠・出産（就労していない方） 

③ 疾病・障害 

④ 親族の介護・看護 

⑤ 求職活動     ※起業準備を含む 

⑥ 就学       ※職業訓練施設等における職業訓練等を含む 

⑦ 災害復旧 

⑧ 虐待やDVのおそれがあること 

⑨ その他、上記に類する状態として町が認める場合 

 

２．保育の必要量 就労等の理由で保育を利用する場合、次のいずれかの利用時間となります。 

① 保育標準時間 

・父母のフルタイム就労等を想定した利用時間 

 （1日最長11時間の中で必要となる保育時間） 

※利用について、1ヶ月あたり実働120時間以上の就労等が下限 

② 保育短時間 

・父母の短時間就労等（パートタイム就労等）を想定した利用時間 

（1日最長8時間の中で必要となる保育時間） 

※利用について、1ヶ月あたり実働48時間以上の就労等が下限 

 

※保育の必要性の理由が 

「就労」「就学」「親族の介護・看護」の場合 

⇒保護者の状況を書面で確認し、保育の必要量の認定を行います。 

「妊娠・出産」「保護者の疾病・障がい」「災害復旧」「虐待やＤＶのおそれがあること」の場合 

⇒「保育標準時間」利用の認定とするものと定められています。 

「求職活動」の場合 

⇒その保育の必要性の実態を踏まえて、「保育標準時間」利用の認定とするものとします。 

※育児休業中での利用の場合は「保育短時間」利用の認定となりますのでご注意ください。 
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３．「優先利用」への該当の有無 

以下に該当する場合、保育利用の優先度が調整される場合があります。 

① 生活保護世帯 

② ひとり親世帯 

③ 町内小規模保育施設利用者（次の4月より3歳児(年少)クラス入所希望者のみ） 

④ 育児休業中に一度退所し期間経過後の再入所申込者 

⑤ 子どもが障がいを有する場合（身体障害者手帳等を所持している場合に限る） 

⑥ 保護者が保育士、幼稚園教諭、保育教諭のいずれかであり、保育施設等で勤務するまたは勤

務予定の場合 

⑦ 兄弟姉妹がすでに入所等を希望する施設に入所しており、且つ次年度継続利用の場合 

⑧ 待機期間が入所希望日から数えて6ヵ月を経過した場合 

⑨ その他町長が認める場合 

 

【保育の利用について】 

保護者が就労や病気、親族の介護などの「保育を必要とする理由」に該当することで、お子さん

にとって保育が必要と認められる場合に、保育所(園)、地域型保育事業施設での保育を利用するこ

とができます。 

利用する施設については、申請者の希望施設の利用状況などに基づき、町が利用の調整を行いま

す。 

 

【保育の利用時間について】 

保護者の状況を客観的に確認し、保育利用時間を「保育標準時間」、又は「保育短時間」のいず

れかに認定します。それぞれの保育必要量に応じて、以下の保育利用時間が設定されます。 

 

 

※保育標準時間、保育短時間及び延長保育時間は、各保育所等の規程等により定められています。  
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【入所調整における優先基準】 

ご提出いただく申込書及び証明書等を基に保育を必要とする程度や家庭の状況等を審査し、保 

育の必要性の事由に該当する程度の高いお子さんより入所を決定します。 

一般的には核家族で父母共働き、またはひとり親家庭で勤務時間の長い方が最も優先度が高くな

り、勤務時間の短い方や求職中の方は優先度が低くなります。加えて経済的な状況、保育支援状

況、家族の病気や障がいなど総合的・客観的に保育の必要性の状況を考慮の上審査します。また、

就労状況については、契約上の勤務日数・時間だけではなく、実績も含めて審査の対象となる場合

もあります。 

なお、小規模保育施設の卒園による入所申込の場合、一斉申込に限り優先度が高くなります。 

 

【保育の必要性の認定及び保育所等の入所申込みに必要な書類等】 

※以下の書類については､入所を希望する児童1 人について､それぞれ提出してください｡ 

①支給認定申請書兼利用者申込書 

②「保育を必要とする理由」（家庭で保育できない状態）を確認する書類 

③個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類（写真付１点または写真無２点） 

④印鑑（認め印可。シャチハタ不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就労については、フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など、基本的にすべての労働を含みます 

※65歳未満の親族（祖父母等）が同居している場合は、「保育を必要とする理由」の証明書類の提出が必要です。 

 

⑤売買契約書、または賃貸借契約書等の写し 

転入予定の場合の申込要件や書類の詳細につきましては、次項の【柴田町に転入予定の方の申

し込みについて】をご確認ください。 

 



 

【柴田町に転入予定の方の申込みについて】 

現在、町外に在住の方であっても、入所月の初日までに町内に住民登録を行う予定の方は申込 

みを受付けしています。 

ただし、転入予定の方の申込みには、以下の要件が必要です。 

■ 町内へ転入(住民登録)が決まっており、転入することが確実である。 

■ 「売買契約書」又は「賃貸契約書」等に、新住所が記載されており、物件引渡日が入所希望月

の前月末日までである。また、記載されている期日までに町内への転入手続きが完了できる。 

※「売買契約書」又は「賃貸借契約書」等の写しを提出してください。 

※「支給認定申請書」もあわせて、提出してください。 

 

【育児休業を取得する場合について】 

１．すでにお子さんが入所中で、育児休業を取得する場合 

入所児以外の出産による育児休暇取得中は、「保育の必要性」にあるとし、原則「保育短時間」

の利用にて継続入所が認められます。 

※確定した時点で「支給認定申請事項変更届」、「就労証明書(育児休暇期間の記載があるもの)」を保育所

(園)に提出してください。 

 

２．年度内で育児休業を終了し、入所を希望する場合 

育児休業終了後の入所事前予約を行っています。入所申込書と一緒に「就労証明書(育児休暇期 

間の記載があるもの)」の提出をお願いします。 

 

【保育料（利用者負担額）について】 

保育料は、４月１日現在に０歳～２歳の入所児童の保護者から、保育所(園)で保育するために

要する費用の一部を負担していただくもので、世帯の負担能力に応じて決定することになってい

ます。 

町では、毎月初日を入所日、毎月末日を退所日としており、月途中の入退所は実施しておりま

せん。そのため、毎月初日に在籍していれば、その月に１日も出席しなかった場合でも保育料が

かかることになりますので、ご了承ください。 

 

１．保育料の算定 

保育料は、父母の市区町村民税額で算定いたします。（ひとり親家庭の場合は、父又は母。） 

算定については、市区町村民税の賦課決定が６月であるため、直近の所得の状況を反映させる観

点から、８月以前は前年度、９月以降は当年度の市区町村民税額で決定します。 
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２．教育・保育利用者負担金(保育料)等について 

保護者に負担していただく教育・保育利用者負担金 (以下保育料)は、国が定めた基準を上限

に、町で定めております。 

ひとり親世帯等の保育料軽減制度や多子世帯軽減制度、同時利用軽減制度等があります。 

それぞれ、世帯状況や課税状況により異なりますので、詳しくは、子ども家庭課までおたずねく 

ださい。 

 

３．保育料の納入について 

保育所の保育料（教育・保育利用者負担金）は、口座振替または納入通知書による納入をお願い

いたします。（保育所のみ。小規模保育施設については施設ごとの支払方法となります） 

■口座振替による納入の場合 

取扱金融機関 
・七十七銀行 ・仙台銀行 ・仙南信用金庫 ・みやぎ仙南農業協同組合 

・ゆうちょ銀行 

・申請は金融機関での直接申請またはWEB申請となります。（詳細は入所者説明会等でご案内いたします） 

・手続き完了までは納入通知書での納入となります。 

・振替日は毎月月末です。また、振替日（末日）が土･日･祝日の場合はそれらの翌営業日になります。 

・残高不足等により振替ができない場合は、納入通知書（後日送付）での納付となります。 

 

■納入通知書による納入の場合 

毎月納期限までに、下記金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、もしくは柴田

町役場子ども家庭課窓口での納付をお願いいたします。 

取扱金融機関 

(左記の本店・支店・出張所) 

・七十七銀行 ・仙台銀行 ・仙南信用金庫 

・みやぎ仙南農業協同組合 

 

 

 

 

取扱コンビニエンスストア 

・MMK設置店 ・くらしハウス ・スリーエイト ・生活彩家 

・セイコーマート ・ポプラ ・デイリーヤマザキ 

・ニューヤマザキデイリーストア ・ハセガワストア 

・ハマナスクラブ ・ファミリーマート ・タイエー 

・ヤザザキスペシャルパートナーシップ 

・ヤマザキデイリーストアー ・ローソン 

・ローソンストア100 ・セブンイレブン ・ミニストップ 

 

取扱スマートフォンアプリ ・支払秘書 ・PayB ・PayPay ・LINEPay 請求書支払 
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【参考】 
1. 利用者負担額は、保護者の市町村民税の合算された額と、児童の年齢によって決まります。3 歳以上児と 0 歳から

2 歳児の住民税非課税世帯は無償となります。 
2. 副食費、延長保育料などは無償化の対象となりませんが、副食費については、世帯の収入状況によって免除される

場合があります。 
3. 年に一回算定年度の切替を行い、９月分から金額が変更になる場合があります。 
4. 同世帯から、小学校就学前の児童が同時に２人以上特定の施設に入所している場合は、２人目以降の保育料につい

て軽減措置があります。階層によって年齢上限の撤廃があります。 
5. 利用者負担額の納期限は、毎月末日となります。 

※正当な理由なく利用者負担額を滞納した場合は、滞納処分の措置をとることになります。 
 
※3 歳以上児の副食費の額：月額 4,500 円 
※0 歳から 2 歳児の副食費は利用料に含まれます。 

９ 



 

【保育所副食費（利用者負担額）について】 

令和元年10 月1 日からの幼児教育・保育の無償化制度開始により、3 歳児～5 歳児について

は、保育料は無償化となりましたが、副食費（おかずやおやつの食材料費）は原則として保護者

のみなさまのご負担となり施設が実費徴収しています。 

 

3～5 歳児（4 月1 日現在）の方は、保育料は無償化ですが副食費の実費徴収があります。 

徴収金額は施設ごとに異なります。入所内定後に、各施設から金額や支払方法について説明が 

ありますのでご確認ください。 

なお、0～2 歳児の方は、保育料に副食費が含まれています。 
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Ｑ ＆ Ａ 

Ｑ１ ３歳の誕生日が来たら、３歳児クラスに入所ができますか？ 

Ａ 基本的にはその年度の４月１日時点の年齢での利用調整になります。 

 

Ｑ２ 保育施設に入れなかった場合、その後の手続きはどうなりますか？ 

Ａ 申込に関しては、あきまちの意思表示を町子ども家庭課へご連絡いただければ年度内有効と

なります。新年度(４月)も継続して希望される場合は、決められた期間(例年１０月～１１月

ごろ)に継続申し込みが必要となります。なお、申込時点と申込内容が変わった場合は、その

変更に応じた連絡や書類の提出をしてください。優先度が変更になる場合があります。 

 

Ｑ３ 保育標準時間認定を受けた場合、１１時間預かってもらえますか？ 

Ａ 保育施設での保育時間は、認定時間内で必要な時間を利用していただくようになります。 

保育時間については、就労が理由でのご利用の場合、就労時間プラス通勤時間が基本となりま

す。理由なく長時間の利用はできません。 

 

Ｑ４ 標準時間から短時間へ変更すると保育料は変わりますか？また、いつから変わりますか？ 

Ａ 保育を必要とする時間により「保育標準時間」「保育短時間」の保育料となります。ご家庭

での状況で保育の必要量が変更になる場合は、保育施設を通じて変更申請をしてください。申

請を受けた翌月から保育料を変更します。 

 

Ｑ５ 職場が柴田町外にあります。職場近くの保育所等を利用できますか？ 

Ａ 認可外の保育施設であれば利用可能です。認可保育施設は原則利用できませんが、保育所の

所在地市町村との協議により、受け入れ可能となれば利用できます。 

 

Ｑ６ 入所希望先は多く記入したほうがいいですか？ 

Ａ 入所の調整は希望先として挙げられている保育施設で行います。希望施設が限定されれば、

その施設のみでの調整となりますのでご了承ください。決定すれば毎日送迎するようになりま

すので、ご家庭の状況において可能な範囲で記入してください。 

 

Ｑ７ 第１希望以外の保育施設に入所した場合、第１希望の保育施設に転所できますか？ 

Ａ 転所希望の場合、入所者に対して年に１度（１０月～１１月）行われる新年度継続入所申込

への申請はせずに、新規入所一斉申込（１０月～１１月）として申請していただきます。申込

状況等によりご希望の施設への入所がかなわない可能性がございますので、予めご了承願いま

す。（ただし、枠がある場合の公立保育所間のみは要相談） 
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Ｑ８ 柴田町に引っ越しを考えています。転入予定での申し込みはできますか？ 

Ａ 転入予定での申し込みは可能です。転入予定先(住所)を明確にしてお申込みいただくように

なります。入所ができるとなった場合、入所日前には柴田町内に住民登録をしていただく必要

があります。 

 

Ｑ９ 育児休業中に入所はできますか？ 

Ａ 育児休業中は保育の必要性に該当しないため、対象外です。ただし、仕事に復帰する日の約

１ヵ月前から慣らし保育を行う場合の入所は可能となっています。 

※現在、お子さんが保育施設を利用していて、育児休業を取得する場合、入所しているお子さん

は育児休業中でも「保育短時間」として継続利用が可能となります。 

 

Ｑ１０ 祖父母等が同居していても申込はできますか？ 

Ａ 申込はできますが、６５歳未満の同居の祖父母についても保育を必要とする旨の証明書等

が必要となります。なお、住民票世帯が分かれていても同居とみなします。（ただし、水道

メーター等生計が独立していると認められる場合は除きます。） 

 

Ｑ１１ 仕事を辞めました。保育所は退所しなければなりませんか？ 

Ａ 仕事を辞めて、家庭での保育が可能な場合は退所となります。ただし、「次の仕事を探

す」という場合は引き続き最大３ヶ月間は利用可能です。求職活動の証明書類を提出してい

ただきます。３ヶ月以内に就労(保育の必要性に応じた事由)ができなければ退所となりま

す。 

 

Ｑ１２ 食物アレルギーがあるのですが、アレルギー除去食は実施していますか？ 

Ａ 食物アレルギーに対しての除去食対応はかかりつけ医による指示書をもとに保育所の栄養

士との面接の上、可能な範囲で行っております。症状によってはお子さんの命にかかわる大

切なことですので、必ず申し出てください。 

 

Ｑ１３ バスの送迎はありますか？ 

Ａ 行っておりません。 

 

Ｑ１４ 保育所について、公立と私立で何か違いはありますか？ 

Ａ 「保育所保育指針」をもとに保育を行っている認可の保育所という点では大きな違いはあ

りません。保育料に関しても公立、私立とともに同様の料金表をもとに決定しております。

設置主体が公立は柴田町、私立は株式会社となっています。 

※「保育所保育指針」とは、全国の認可保育所が遵守しなければならない保育の基本原則とし

て、厚生労働省が告示する、保育所における保育内容に関する事項及び運営に関する事項を定

めたものになります。 
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【町内保育所等の紹介】 

■認可保育所(園) （０歳児～５歳児） 

【公立】 

保育所名 定員※ 電話番号 所在地 

船岡保育所 

160名（内訳：0歳児 12名、 

1歳児 24名、2歳児 24名 

3歳児 30名、4歳児 35名 

5歳児 35名） 

0224-55-1253 柴田町船岡新栄 2丁目 18－1 

槻木保育所 

130名（内訳：0歳児 9名、 

1歳児 12名、2歳児 18名 

3歳児 21名、4歳児 35名 

5歳児 35名） 

0224-56-1332 柴田町槻木下町 2丁目 6-31 

西船迫保育所 

130名（内訳：0歳児 9名、 

1歳児 12名、2歳児 18名 

3歳児 21名、4歳児 35名 

5歳児 35名） 

0224-57-1387 柴田町西船迫 2丁目 5-29 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】標準時間（１１時間）午前７時３０分～午後６時３０分 

      短時間（８時間）午前８時３０分～午後４時３０分 

      ※月～金曜日延長保育あり 

標準時間：午後６時３０分～午後７時００分 

短時間：午前７時３０分～午前８時３０分、午後４時３０分～午後６時３０分 

【対象年齢】生後満６ヵ月～小学校就学前 

 

【私立】 

しばたペンギン国際幼児園  電話:0224-86-4481  所在地:柴田町大字船岡字下横橋 54-1 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり午後７時００分まで） 

【定員】※  50名(0歳 3名、1歳 9名、2歳 9名、3歳 9名、4歳 10名、5歳 10名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～小学校就学前 

 

カラーズつきのき園  電話:0224-87-8946  所在地:柴田町大字四日市場字神明 203 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり午後７時００分まで） 

【定員】※  60名(0歳 6名、1歳 10名、2歳 11名、3歳 11名、4歳 11名、5歳 11名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～小学校就学前 
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※定員は目安となるため、実際にお預かりする人数と異なる場合があります 

【町内小規模保育施設の紹介】 

■小規模保育事業所（０歳児～２歳児） 

小規模保育事業所とは、2 歳児までを対象とした、定員10～19 人の比較的小さな施設で

す。規模の特性を生かしたきめ細やかな保育を実施しています。 

施設の運営基準(保育士配置、面積、給食、保育料など)は基本的に認可保育所と同等で

す。保育所と同程度の保育サービスを提供する施設として、柴田町が認可しています。 

あんこハウス  電話:0224-54-5305  所在地:柴田町船岡東 1丁目 4-30 

【保育実施日】月曜日～金曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長なし） 

【定員】※  10名(0歳児 2名、1歳児 4名、2歳児 4名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～２歳児 

 

モンテッソーリこどもの家 ぽこぽこふなおか 電話:0224-51-8834 所在地:柴田町船岡中央 2丁目 5-32 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時００分～午後６時００分（延長あり午後７時３０分まで） 

【定員】※  19名(0歳児 3名、1歳児 8名、2歳児 8名) 

【対象年齢】 生後満２ヶ月～２歳児 

 

保育ママ マミースマイル  電話:0224-54-1220  所在地:柴田町船岡中央 1丁目 3-52 

【保育実施日】月曜日～土曜日（第３土曜日、年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり） 

【定員】※  10名(0歳児 2名、1歳児 4名、2歳児 4名) 

【対象年齢】 生後満４ヶ月～２歳児 

 

小規模認可保育園 カラーズふなおか園  電話:0224-87-8466  所在地:柴田町大字船岡字久根添 67-1 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり午後７時００分まで） 

【定員】※  19名(0歳児 3名、1歳児 8名、2歳児 8名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～２歳児 

 

（仮称）ハピネス保育園柴田  電話:未定  所在地:柴田町槻木東１丁目２０７－１、２ 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり午後７時００分まで） 

【定員】※  72名(0歳 9名、1歳 12名、2歳 12名、3歳 13名、4歳 13名、5歳 13名) 

【対象年齢】 生後満２ヵ月～小学校就学前 
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ゆるりんのおうち槻木  電話:0224-87-8723  所在地:柴田町槻木白幡 2丁目 10-34 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 月～金曜日 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり） 

       土曜日   午前７時３０分～午後４時３０分 

【定員】※  12名(0歳児 2名、1歳児 5名、2歳児 5名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～２歳児 

 

小規模認可保育園 どれみ  電話:0224-87-8747  所在地:柴田町槻木上町 3丁目 2-15 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり午後７時００分まで） 

【定員】※  12名(0歳児３名、1歳児 4名、2歳児 5名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～２歳児 

 

くまの子  電話:0224-87-8992  所在地:柴田町大字船迫字庚申前 24 

【保育実施日】月曜日～土曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

【保育時間】 午前７時３０分～午後６時３０分（延長あり午後７時００分まで） 

【定員】※  12名(0歳児 3名、1歳児 4名、2歳児 5名) 

【対象年齢】 生後満６ヵ月～２歳児 

 

※定員は目安となるため、実際にお預かりする人数と異なる場合があります 
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発行 柴田町子ども家庭課児童福祉施設班 

 

柴田町船岡中央 2 丁目 3-45 

電話：0224-55-2115 


